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◆時や場などの略字の見方は14ページ
◆対どなたでも、定特になし、￥無料、申不要（直接
会場へ）の場合は、記載なし

◆申に電話、ファクス、Ｅメール、Ｈ（市ホームペー
ジ）の記載がある場合は、その方法で申し込み可

アオ＝アオーレ長岡　　市セ＝市民センター
大手＝大手通庁舎　　　さい＝さいわいプラザ
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３ブロック塀などの撤去・改修
対象者＝ブロック塀などの所有者または管理者　
対象の塀＝避難施設へ向かう道にあり、倒壊の恐
れがあるブロック塀など　対象工事＝撤去、改修
（建て替え含む）　助成額＝工事経費の３分の２
（個人住宅は上限15万円、法人所有施設は上限10
万円）

◇　　　　　　◇
❶～❸いずれも　申９月18日㈮までに建築・開発
審査課大手Ｔ39・2226へ（診断・工事完了は来年
１月20日㈬まで）

危険なブロック塀はすぐに対応を
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平成30・令和元年度 令和2・3年度

均等割額 36,900円 40,400円

所得割率 7.40% 7.84%

※均等割額…被保険者が等しく負担する金額
　所得割率…所得に応じて負担する所得割額の料率
※ １人当たりの保険料の限度額は62万円から

64万円に引き上げます
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１木造住宅耐震診断
対次の全てを満たす住宅①昭和56年５月31日以前
に建築した一戸建て②壁、柱、床、屋根などの主要
構造部の大部分が木造③現に住宅として利用（併
用住宅は２分の１以上が住宅部分）④過去に耐震
診断費の助成を受けていない　助成額＝診断費か
ら１万円を差し引いた額

２木造住宅耐震改修
対次の全てを満たす住宅①昭和56年５月31日以前
に建築した一戸建て②壁、柱、床、屋根などの主
要構造部の大部分が木造③耐震診断の総合評点が
1.0未満（倒壊する危険性がある）と判定　対象工
事・助成額＝▷耐震改修…工事費の２分の１（上
限90万円）に最大15万円を加えた額▷部分補強…
工事費の２分の１（上限60万円）に最大10万円を
加えた額▷耐震シェルターなどの設置…工事費の
２分の１（上限30万円）に最大10万円を加えた額
▷改修設計、工事監理費…費用の２分の１（上限
12万円）に最大3.5万円を加えた額
※翌年度に耐震改修を希望する場合は９月までに

お問い合わせください

【アオーレ長岡総合窓口開設時間】
平日…午前８時30分～午後７時
土・日・祝日…午前９時～午後５時

　４月は窓口が大変混み合うので、時間
に余裕をもってお越しください。夜間や
土・日・祝日もご利用ください。手続き
で本人確認などが必要な場合があります。
運転免許証などの本人確認ができるもの
と、マイナンバーを確認できるものをお
持ちください。　※手続きによって、取
り扱い時間や必要なものが異なります
問市民窓口サービス課アオＴ39・7510

アオーレ長岡総合窓口
４月は大変混み合います
手続きは余裕を持って

地震に強い住宅が
命と財産を守る！

自己負担は１万円！

住宅や空き家を活用しませんか
問住宅施設課大手Ｔ39・2265
１一般住宅リフォーム補助金
Ⓐ一般住宅改修　対市民が所有し、現在住んでい
る市内の住宅
Ⓑ併用住宅の店舗改修　対市民が所有し、現在住
んでいて、事業を営んでいるか営む予定の市内の
併用住宅
対象リフォーム＝バリアフリー・安全、省エネルギー、 
防災、長寿命化に係るもの　補助額＝10万円以上
かかるリフォーム費用の５分の１（上限５万円）

２空き家活用リフォーム補助金

▽空き家再生タイプ　対市内の空き家を賃貸する
所有者、賃借・購入する入居者　入居世帯の条件
＝市外からの移住者、高齢者（65歳以上）、障害者
（障害者手帳１～４級など）、子育て世帯（子ど
もは中学生以下）、若者（40歳未満の単身、夫婦の
み）　※併用住宅の店舗部分のリフォームも可

▽公益的活用タイプ　対市内の空き家を所有・賃
借するＮＰＯ法人、社会福祉法人などが、地域交
流活動の拠点などに活用　補助額＝20万円以上か
かるリフォーム費用の２分の１（上限50万円）　
※市外から移住し、10年以上住むことが約束でき
る人で、平成12年６月１日以降に建築した空き家
をリフォームする場合は３分の２（上限100万円）
◆❶❷共通条件（すべてに該当）
①住宅の工事を伴うリフォーム（設計や製品購入、
外構工事などは除く）②併用住宅は２分の１以上
が居住部分③平成21年12月31日以前に建築④過去

に補助を受けていない住宅・人⑤他の補助金など
を利用する部分を除く⑥事前に申請し、補助金交
付決定後に契約、工事着手する⑦市内に本社があ
る法人､または住民登録のある個人事業主が施工する
申４月23日㈭～30日㈭（土・日・祝日を除く）にま
ちなかキャンパス長岡、各支所産業建設課（栃尾
支所は建設課）へ（予算額を超えた場合は抽選）
※原則、郵送で受け付け

３空き家バンク登録促進モデル事業補助金
Ⓐ空き家の家財片づけ事業　対空き家バンクを利
用して売買、賃貸する空き家の清掃、除草、不要
な家財などの処分費用
補助額＝対象経費の３分の２（上限20万円）
Ⓑ空き家利用者応援事業　対空き家バンクを利用
して空き家を購入、賃借する場合の①仲介手数料、
登記②引越し費用
補助額＝①②各対象経費の３分の１（各上限５万円）
申Ⓐ11月30日㈪Ⓑ来年２月26日㈮まで　※ⒶⒷと
もに予算の範囲内で先着順

詳しくは住宅施設課、アオーレ長岡、市民センター、
さいわいプラザ、東・西サービスセンター、各支
所、市ホームページにあるパンフレットを確認して
ください

★空き家バンクに登録しませんか
　空き家を売りたい・貸したい人の物件情報を
市ホームページで公開し、利用希望者と所有者
の連絡調整をします。ぜひご相談ください。

最大5,000円分のポイントがもらえる！
マイナンバーカードの

申請はお早めに
　９月以降（予定）、キャッシュレス決済でチャー
ジや買い物をすると、国から25％分のマイナポイ
ント（１人当たり最大5,000円分）が付与されま
す。ポイントの取得には、事前にマイナンバーカー
ドの申請などの準備が必要です。

★「マイナポイント」とは？
　マイナンバーカードを持つ人がキャッシュレス
でチャージや買い物をしたときにもらえるポイン
トです。指定したキャッシュレス決済サービスで、
通常の買い物の決済に利用できます。

【マイナポイント取得までの流れ】

受付中
①マイナンバーカードを作る
②マイキーＩＤを設定する
場アオーレ長岡、各支所市民生活課

７月～
（予定）

③ポイント付与を受けたいキャッ
シュレス決済サービスを指定する

９月～
（予定）

④指定したキャッシュレス決済サー
ビスでチャージまたは買い物

　→ポイント取得！

▲詳しくは
こちら

マイキーＩＤは、マイナポイ
ントをもらうために必要な本
人を認証するためのＩＤで
す。スマートフォンなどで自
分で設定できます。市役所
でも設定できますので、お
気軽にお越しください。

問マイナポイント事業…マイナンバー
総合フリーダイヤルＴ0120・95・0178
（音声に従って「５番」を選択）、マイ
キーＩＤ設定…市民課アオＴ39・7514


